
小中学校の再編について

■ その他、決算委員会で意見のあった内容（一部抜粋）

■ 指定管理者の収益事業の制限の影響と減額に対する対応策（長尾山総合公園管理費）
委員：指定管理者が独自事業で収益増できるように条例改正等を検討すべき。
委員：通年ではなくピーク時だけでもいいので、テント市のような形で実施し、場所代を

もらうようにしてはどうか。
委員：上記のような店が増えることで雇用が生まれ、観光の拠点にもなる。町中を巡る起点

にしたい。
　　　　　　　　　　
■ 福祉タクシー利用実績とニーズの検討（障害者施策費）
委員：チケット使用枚数が約1,000枚の実績は、喜ばれていると解釈すればいいのか。
理事者：年度末における次年度分のチケット発行時には、対象者が窓口に殺到するので、

喜ばれていると感じている。チケットも以前は市内しか使えなかったが、現在は県内どこ
でも使えるようになっている｡

　　　　　　　　　　
■ かつやまこども恐竜LABO育成事業の今後の方向性（青少年健全育成計画推進事業費）

委員：行政ではなく勝山恐竜研究会などが主体性を発揮して取り組んでいくことで、今後の
発展性に期待したい。

議会のなぜ？にお答えします

◆ 議案第 43 号「白山平泉寺観光振興拠点の指定管理者の指定について」

〈賛成的な意見〉

〈反対的な意見〉

委員会の採決

賛成２　反対５ （委員長は採決に加わらない）⇒ 否 決

委員長報告に対する採決

賛成７　反対８（議長は採決に加わらない）　⇒ 否 決

※表決結果は P15 を参照ください

建設産業
委員会では

　今議会で特に議論が活発であった議案第43号を題材に、
13ページの議決までの流れを説明します。

　本議案は、建設産業委員会（委員8名で構成）に付託され、そこで審査することとなりました。
　理事者（市役所）からの提案理由は、「当初指定期間を5年間と考えていたが、未実施の指定管理業務が
あったことなど※1を踏まえて、3年間でお願いしたい」とのことでした。
　それに対して、同委員会では下記のような意見が出され、議論を交わした後、賛否を採りました。

・未実施の業務があったことを踏まえると、指定管理期

間を3年とすることは妥当である｡

（下道委員､丸山委員）

・9月議会での議決（5年間の債務負担行為を可決※2）
も考慮し、指定管理期間は当初の予定どおり5年と
することが望ましい。

（松本委員、下牧委員、乾委員）
・未実施の業務があったことを重く受け止めるべき。

指定管理期間の短縮では処分が軽い。
（高間委員、山田委員）

・指定管理ではなく業務委託とするべきだ。
（山田委員）

　本会議では、議案第43号は否決となった旨の委員長報告があり、それに対する賛否を採りました。

　委員長報告のとおり決しなかったため、改めて議案第43号の賛否を採りました。

　上記の過程を経て、勝山市議会では議案第43号を可決するという結果になりました。
　このように、勝山市議会では議案をそれぞれ担当する委員会で審査し、本会議において委員長報告に対する
賛否を採っています。（議案によっては、委員会への付託を省略するものもあります）
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議議案第43号についての採決

賛成８　反対７（議長は採決に加わらない）　⇒　　　　　  ＝可 決 議 決

　　　　　
勝山の現状

　小学校では成器南・成器西・村岡以
外の6校では全ての学級が20人以下。
30人を超える学級は4学級のみ。中学
校では、総数22学級のうち20人以下
が3学級、25人以下が12学級、30人
超は4学級。
　勝山市ではすでに少人数教育とコロ
ナ対策に適した学級が多い。

　　　　
委員：再編の議論は新型コロナ以前と以後で

大きく変わったが、勝山市ではどう認
識しているのか。

理事者：少人数学級を求めていることは確
かであり、文部科学省でもその声は大
きくなりつつある。しかし、単純に少
なければ良いという話ではなく適正な

人数があると考える。例えば学級の子
どもの数を減らして学級数を増やす
と、その分教師と教室の確保が必要と
なり、大きい学校が求められる。新型
コロナ対策の少人数学級と学校の再編
は別と考える。中学校再編の考えに変
更はない。

 
委員：従来とは違った教育により学習成果を

出している学校が広まりつつある。例え
ば広島の学校では、学級を学年ごとに
分けるのではなく学年をまたいだ縦割
りの学級編成をしている。時代の流れ
が大きく変わる中で再検討すべき。

理事者：縦割り学級、いわゆるイエナプラン
教育等の取り組みは認識しているが、
唐突に始めることは難しい。しかし、
新型コロナも含め環境が変わっている
ため、今後作成する再編計画の中で必要
と思われる点は検討していきたい。

※1　勝山市は、指定管理業者に対して

業務改善勧告を出し、指定管理者から

一部業務不履行があったことは申し訳

ないとの文書を受けています。また、

市の顧問弁護士からは「1.未実施事項

についてそれに相当する指定管理料を

減額すべき。2.故意ではなく改善勧告

により速やかに対応していることか

ら、返還分以上の措置、例えば指定管

理の取り消し等は不要である。」との

判断を受けています。

※2　債務負担行為の設定は、事項、期

間、限度額を定め、予算としての議決

を得て行われます。

３ 議会だより  かつやま ７８号（２０２１年１月） １４議会だより  かつやま ７８号（２０２１年１月）


